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公共工事の品質確保の促進に関する法律の背景公共工事の品質確保の促進に関する法律の背景



地方公共団体における不良工事の発生状況地方公共団体における不良工事の発生状況
安全管理・品質管理上の問題から指名停止等を措置された件数（都道府県・政令市）

公共工事の品質確保の促進に関する法律の背景公共工事の品質確保の促進に関する法律の背景



関東地方整備局の現況

従来は小規模工事の傾向であったが、
近はWTO案件など大規模工事にも見られるようになり、

社会的に問題にもなってきた。

従来は小規模工事の傾向であったが、
近はWTO案件など大規模工事にも見られるようになり、

社会的に問題にもなってきた。

公共工事の品質確保の促進に関する法律の背景公共工事の品質確保の促進に関する法律の背景



監督要領監督要領等の整備状況（整備率）等の整備状況（整備率） 検査要領検査要領等の整備状況（整備率）等の整備状況（整備率）

公共工事における監督・検査の実施状況
平成14年度会計検査院 会計検査結果

「公共工事の品質を確保するための監督・検査体制等の整備状況について」（特別
検査項目）より

公共工事の品質確保の促進に関する法律の背景公共工事の品質確保の促進に関する法律の背景



44分の１以上の市町村では技術系職員が全くいない分の１以上の市町村では技術系職員が全くいない

・公共工事の発注者には、「工事費の適切な見積り」、「適切な企業を選定」、「工事「工事費の適切な見積り」、「適切な企業を選定」、「工事
の監督及び検査を適切に実施」の監督及び検査を適切に実施」する責任があるが、市町村のうち約２６％は一人も
技術者が存在せず、これらの責任を果たせない状況
・『『発注者の組織能力には大幅な差異がある発注者の組織能力には大幅な差異がある』』という前提に立つことが必要

公共工事の品質確保の促進に関する法律の背景公共工事の品質確保の促進に関する法律の背景



「品確技術者制度」に関係する「品確技術者制度」に関係する 必要に応じてという曖昧さ必要に応じてという曖昧さ
・全案件で小委員会→局長の思い・全案件で小委員会→局長の思い

中間技術検査の強化：市町村の大きな足かせになる。中間技術検査の強化：市町村の大きな足かせになる。
→将来は「品確技術者」に期待か？→将来は「品確技術者」に期待か？



（新）工事希望型競争入札（新）工事希望型競争入札

積極的な一般競争入札試行積極的な一般競争入札試行

（新）工事希望型
競争入札（拡大）

指名競争
入札

●一般競争入札＝総合評価方式●一般競争入札＝総合評価方式

●工事希望型は総合評価方式と●工事希望型は総合評価方式と
する事ができるする事ができる

災害や小規模な補修
などから無くせない
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●入札制度の大改革（１）●入札制度の大改革（１）
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入札公告

品確法・総合評価方式品確法・総合評価方式

工事評点工事評点 竣工検査竣工検査

契約・着工

着手時・事前協議着手時・事前協議 検査前・事前協議検査前・事前協議

電子納品書類作成電子納品書類作成

入札

施工計画書作成施工計画書作成 VEVE提案提案

工事実績工事実績 見見 積積技術者管理技術者管理

竣 工

施工計画（原価管理・工程管理・品質管理・安全管理）等の実績施工計画（原価管理・工程管理・品質管理・安全管理）等の実績

評価項目評価項目

品確法・総合評価方式と関連事項品確法・総合評価方式と関連事項

■電子納品研修（業務効率、管理コスト、工事評価）■電子納品研修（業務効率、管理コスト、工事評価）
■施工計画・■施工計画・VEVE研修（施工計画書、工事実積管理、代案）研修（施工計画書、工事実積管理、代案）

■品確法研修（経審、技術評価点）■品確法研修（経審、技術評価点）
■企業コンプライアンス研修（建設関連法令、労務安全、環境、■企業コンプライアンス研修（建設関連法令、労務安全、環境、ITITセキュリティ）セキュリティ）

上の図より施工者としてきっちりした上の図より施工者としてきっちりした経営者・技術者教育経営者・技術者教育が求められる。が求められる。



（新）工事希望型競争入札（新）工事希望型競争入札

積極的な一般競争入札試行積極的な一般競争入札試行

（新）工事希望型
競争入札（拡大）

指名競争
入札

●一般競争入札＝総合評価方式●一般競争入札＝総合評価方式

●工事希望型は総合評価方式と●工事希望型は総合評価方式と
する事ができるする事ができる

災害や小規模な補修
などから無くせない

（特例）（特例）

指
名
競
争
入
札
は
特
例

指
名
競
争
入
札
は
特
例

以
外
は
無
く
す

以
外
は
無
く
す







「技術提案」を自社の力量をわきまえずに行い、それが履行でき
ない場合にはペナルティーとして跳ね返る。

会社の「技術力アップ」がまず、課題になる。

「技術提案」を自社の力量をわきまえずに行い、それが履行でき「技術提案」を自社の力量をわきまえずに行い、それが履行でき
ない場合にはない場合にはペナルティーペナルティーとして跳ね返る。として跳ね返る。

会社の「会社の「技術力アップ技術力アップ」がまず、課題になる。」がまず、課題になる。

履行状況から、受注者の責により入札時の評価内容が実施されていないと判断
された場合は、工事成績評定を＊＊点減ずる

入札時の提案内容を満足できない場合は工事成績評点を＊＊点減ずる。

（例）
「環境の維持」「地域住民とのコミュニケーション」の評価項目について、未実施であると
判断された場合、未実施の項目ごとに「工事成績評定点」を＊＊点減ズル。

入札時の評価内容を満足できない場合は、ペナルティーとして実際に確認できた数量に基づ
き点数の再計算を行い、落札時の評価値との点差に対応した金額の支払いを求める。

なお、併せて、「工事成績評定点」を減ずる。
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上記の表を事務局が作り
「品確技術者」がこれにより
評価する。

【注】
評価が誘導されないか？

上記の表を事務局が作り上記の表を事務局が作り
「品確技術者」がこれにより「品確技術者」がこれにより
評価する。評価する。

【【注注】】
評価が誘導されないか？評価が誘導されないか？



評評 価価 対象対象

自動的に評価（審査？）自動的に評価（審査？）

自動的に審査されるところが、企業の「基礎点」で有り、自動的に審査されるところが、企業の「基礎点」で有り、
経営者が評価される項目になる。経営者が評価される項目になる。



4747都道府県における実施状況都道府県における実施状況

標準型



進んでいる。進んでいる。
技術点より基礎点を求めている。技術点より基礎点を求めている。



事例（１）事例（１） 山梨県山梨県 総合評価（簡易型）評価結果の公表総合評価（簡易型）評価結果の公表



山梨県建設工事総合評価落札方式（簡易型）試行要領山梨県建設工事総合評価落札方式（簡易型）試行要領









埼玉県総合評価方式活用ガイドライン埼玉県総合評価方式活用ガイドライン

平成平成 18 18 年年 3 3 月月

埼玉県埼玉県

（参考）
地方自治法施行令第 167 条の 10 の 2 他の規定により、地方公共団体において

「総合評価方式」を行おうとするとき、落札者を決定しようとするとき、又落札者決
定基準を定めようとするときは、あらかじめ 2 人以上の学識経験者の意見を聴く

こととされている。

事例（２）

県土整備部の下記ＨＰで公開されています。
http://www.pref.saitama.lg.jp/A08/BC00/gikan/reiki/reiki_top.htm

http://www.pref.saitama.lg.jp/A08/BC00/gikan/reiki/reiki_top.htm


( 3 ( 3 ）簡易型における必須評価項目）簡易型における必須評価項目
アア、、品質確保の適切性品質確保の適切性

※ 複数社の提案に優劣が見られる場合、中間点を設けることができる。

イイ、、企業の技術能力企業の技術能力



ウウ、、担当者の技術能力担当者の技術能力

※ 1 級国家資格者（建設業法による 1 級技術検定に合格した者）及び技術士の資格は、該当す

る種目や部門に限る。

※ 「主任（監理）技術者の施工経験」には、現場代理人として従事した施エ経験を含める。

※ 「主任 （監理）技術者の成績評定」には、現場代理人として従事したエ事の成績評定を含める。

※ 成績評定は、土木工事では過去の土木エ事、建築エ事等（建築エ事、電気設備エ事、機械設

備エ事及びこれらに類するエ事）では過去の建築エ事等の評定とする。



( 4 ( 4 ）技術提案型における必須評価項目）技術提案型における必須評価項目

アア、、技術提案技術提案



※ 技術提案については、評価項目を 1 つ以上設定し、適宜組み合わせて利用する。

※ 技術提案の評価項目内容は、エ事の特性（工事内容、規模等）や地域特性等に応じ適宜設定する。



イ．イ．技術提案を実現するための施エ計画技術提案を実現するための施エ計画

※ 現地の条件：地形、地質、環境、地域特性、近隣への配慮等

ウウ、、企業の技術能力企業の技術能力



エエ、、担当者の技術能力担当者の技術能力

※ 1 級国家資格者 （建設業法による 1 級技術検定に合格した者）及び技術士の資格は、
該当する種目や部門に限る。

※ 「主任（監理）技術者の施エ経験」には、現場代理人として従事した施エ経験を含める。

※ 成績評定は、土木工事では過去の土木エ事、建築エ事等（建築工事、電気設備エ事、
機械設備エ事及びこれらに類するエ事）では過去の建築エ事等の評定とする。

※ 「主任（監理）技術者の成績評定」には、現場代理人として従事したエ事の成績評定を含める。



( 5 ( 5 ）選択評価項目の例（簡易型・技術提案型共通））選択評価項目の例（簡易型・技術提案型共通）

アア、、品質確保の適切性品質確保の適切性

イイ、、企業の技術能力企業の技術能力



ウウ、、担当者の技術能力担当者の技術能力

※ （ウ）、（エ）、（オ）については、ヒアリングにより判断する。



エエ、、企業が地域で安全・安心な工事を実施する能力や社会的貢献鷹企業が地域で安全・安心な工事を実施する能力や社会的貢献鷹



オオ、、企業企業倫理倫理や信頼性等や信頼性等

カカ、、その他その他

※ 下請負人を使用しない場合は、「下請けを県内企業から選定する」と見倣す。
※ 県内企業とは、埼玉県内に本店（建設業法に規定する主たる営業所を含む。）を有する企業とする。
※ 配点や年数等については、エ事の特性（エ事内容、規模等）や地域特性等に応じて適宜設定してよい。



55、、 総合評価による落札者の決定総合評価による落札者の決定

( 1 ）配点等

配点については、工事の内容や地域特性等に応じて適宜設定する。このとき、その評価
項目が持つ価値に十分留意し、得られる価値が必要以上に高価にならないよう設定する。

( 2 ）評価値の算出と落札者の考え方

入札価格が予定価格の制限の範囲内にあるもののうち、評価値の も高いものを落札
者とする。評価値の算出方法としては、次に示す除算方式とする。

( 3 ）技術評価点等の考え方
技術評価点は、基礎点（ 100 ）に加算点を加えたものとする。
加算点は、評価の結果得られた得点の合計値とする。ただし、配点にあたって、満点が
上限値を超えるときは、満点が上限値となるように補正を行う。
加算点の上限値は簡易型 20 点、技術提案型 30 点とする。なお、加算点がマイナスと
なった者は技術評価点を 0 点とする。



【Ａタイプ】（県内業者対象）

ア、 工事成績評定
過去２年間の工事成績評定点（特定建設工事共同企業体の構成員としての評定点を含む。）の平
均値〔小数点以下第２位四捨五入〕により評価する。

・対象となる評定点がない場合は、平均値を65 点とみなす。

イ 、企業の施工実績
同種・類似工事を元請けとして施工した実績（特定建設工事共同企業体の構成員としての実績を含
む。）により評価する。

ウ 、配置予定技術者の施工経験
同種・類似工事を主任技術者、監理技術者又は現場代理人（個別工事ごとに定める国家資格等を
有する者に限る。）として施工した経験により評価する。

エ 、技術者数
入札日現在における、個別工事ごとに定める国家資格等を有する者の雇用人数により評価する。

事例（３）事例（３） 栃木県土木部建設工事総合評価方式試行要領栃木県土木部建設工事総合評価方式試行要領



オ、 優良工事の受賞
入札日の属する年度の前々年度及び前年度の栃木県優良建設工事表彰の受賞（特定建設工
事共同企業体の構成員としての受賞を含む。）の有無により評価する。

・知事表彰有り 1.0 点
・所長等表彰有り 0.5 点

カ、 ISO の認証取得
入札日現在有効な、ISO9001 又はISO14001
の認証取得の有無により評価する。

・ISO9001 及びISO14001の両方を取得 1.0 点
・ISO9001 又はISO14001のいずれかを取得 0.5 点

キ、 建設業労働災害防止協会への加入
入札日現在における、建設業労働災害防止協会への加入の有無により評価する。

ク 、災害時等への地域貢献

入札日現在において、県との間で締結した災害時の応急対策業務の実施に関する協定に基づく
協力者名簿への登録、又は災害時の応急対策業務実施に関する覚書の締結の有無で評価する。



ケ、地域内拠点の有無
工事箇所と本店（建設業法に基づく主たる営業所に限る。）の所在地に基づき評価する。

・同一土木事務所管内（一つの土木事務所管内に本店を有する者の
みを指名する。入札にあっては「同一市町村内」と読み替える。）

コ 、地域活動の実績 登録
入札日現在における、愛ロード、愛リバー又は愛パークのボランティア活動への登録の有無
で評価する。

サ 、施工計画の評価
別表の評価項目により評価する

・優 3.0点、良 2.0 点、可 1.0 点



５ 評価項目算定資料については、次のとおり取扱うものとする。

（１） 配置予定技術者を１人に特定できない場合は、複数の技術者を配置予定技術者とすることが

できる。この場合、配置予定技術者の施工経験及び施工計画について提出を求める評価項目算
定資料は、すべての配置予定技術者について提出するものとする。
配置予定技術者の施工経験及び施工計画の評価点は、 も低い評価を受けたものをもって算定
する。

（２） 技術者数については、３ヶ月以上継続して雇用している職員により評価する。これを証する書

類は、健康保険被保険者証（所属建設業者名が記載されているもの）の写しに限るものとする。

（３） ISO の認証取得については、対象業務を建設工事とし、（財）日本適合性認定協会（ＪＡＢ）又

はＪＡＢと相互認証している認定機関に認定されている審査登録機関が認証したものとする。

（４） 施工計画については、配置予定技術者の技術力に着目し評価を行うものであり、当該技術者

の過去の工事経験から、当該工事を施工する際に特に留意すべき事項について当該技術者が記
述するものとする。
なお、必要に応じ施工計画に関するヒアリングを実施するものとする。



群馬県総合評価点算定基準群馬県総合評価点算定基準 ーー１１



群馬県総合評価点算定基準群馬県総合評価点算定基準 ーー２２



群馬県総合評価点算定基準群馬県総合評価点算定基準 ーー３３ 【【技術者関係評価項目技術者関係評価項目】】



群馬県総合評価点算定基準群馬県総合評価点算定基準 ーー４４















裏を返せばきっちりと中間技術検査を行う。裏を返せばきっちりと中間技術検査を行う。



（現行）

公共工事の入札及び契約の適正化の
促進に関する法律（制定平成12年11月）

公共工事の入札及び契約をはかるため
の措置に関する指針（閣議決定 平成13年3月）

会計法（ 終改正 平成14年12月）

予算決算及び会計令
（ 終改正 平成14年12月）

【適正化法 第14条】

施工体制の適正化

【会計法29条の11】

契約の適正な履行の確保

【会計法29条の11第2項】

給付の完了の確認

監督 検査

地方整備局土木工事
検査技術基準（案）

（技術審議官通達 平成15年3月）

第3条 工事実施状況の検査
第4条 出来形の検査
第5条 品質の検査
第6条 出来ばえの検査

【適正化法 指針４（１）】
工事成績評定の実施に努める

工事成績評定

請負工事成績評定要領
（事務次官通達 平成13年3月）

地方整備局請負工事監督検査事務処理要領
（事務次官通達 平成6年3月）

第2章 監督
第3 監督の体制
第4 監督業務の分類
第5 監督職員の担当業務

第11監督の技術的基準

第12監督に対する図書

第3章 検査
第13 検査の種類
第14 検査の体制

第18 検査の技術的基準

第19 検査調書

地方整備局工事
技術検査要領

（事務次官通達 昭和63年5月）

第2 技術検査の実施

第3 技術検査を行う者

第4 技術検査の方法

第6 工事成績の評定

土木工事
監督技術基準（案）

（技術審議官通達 平成15年3月）

第3条 監督の実施
1. 契約の履行の確保
2. 施工状況の確認等
3. 円滑な施工の確保
4. その他

中間技術検査の積極的中間技術検査の積極的
活用について活用について

（技術調査室長通達：平成7年3月）



（改正後）
予定

公共工事の入札及び契約の適正化の
促進に関する法律（制定平成12年11月）

公共工事の入札及び契約をはかるため
の措置に関する指針（閣議決定 平成13年3月）

会計法（ 終改正 平成14年12月）

予算決算及び会計令
（ 終改正 平成14年12月）

【適正化法 第14条】

施工体制の適正化

【会計法29条の11】

契約の適正な履行の確保 【会計法29条の11第2項】

給付の完了の確認

監督 検査

地方整備局土木工事
検査技術基準（案）

（技術審議官通達 平成15年3月）

第3条 工事実施状況の検査
第4条 出来形の検査
第5条 品質の検査
第6条 出来ばえの検査

【適正化法 指針４（１）】
工事成績評定の実施に努める

工事成績評定

請負工事成績評定要領
（事務次官通達 平成13年3月）

公共工事の品質確保
の促進に関する法律

（制定 平成17年4月）

【品確法6条】発注者の責務

地方整備局工事
技術検査基準

（新規策定）

１． 目的

２． 検査の内容

３． 検査結果の措置

改訂・新規策定のポイント

完成後技術検査完成後技術検査
◇契約事項とした工事完成後の技術提案を

技術評価

技術検査結果の通知技術検査結果の通知
◇改善を要すると認めた事項等を書面

で通知

技術評価官の任命技術評価官の任命 ◇監督時の成績評価を行う者を技術評価官として任命

地方整備局請負工事監督検査事務処理要領
（事務次官通達 平成6年3月）

第2章 監督
第3 監督の体制
第4 監督業務の分類
第5 監督職員の担当業務

第11監督の技術的基準

第12監督に対する図書

第3章 検査
第13 検査の種類
第14 検査の体制

第18 検査の技術的基準

第19 検査調書

公共工事の品質確保の促進に関す
る施策を総合的に推進するための
基本的な方針

地方整備局工事
技術検査要領

（改正）
第2 技術検査の実施

第3 技術検査を行う者

第4 技術検査の方法

第5 技術検査結果の復命

第6 技術検査結果の通知

第7 工事成績の評定

土木工事
監督技術基準（案）

（技術審議官通達 平成15年3月）

第3条 監督の実施
1. 契約の履行の確保
2. 施工状況の確認等
3. 円滑な施工の確保
4. その他



評価の対象となる項目評価の対象となる項目評価の対象となる項目





評価の対象となる項目評価の対象となる項目評価の対象となる項目



特に、重大事故の発生の場合には否応なく減点！特に、重大事故の発生の場合には否応なく減点！

安全管理は重要な要素となる。安全管理は重要な要素となる。



評価の対象となる項目評価の対象となる項目評価の対象となる項目



評価の対象となる項目評価の対象となる項目評価の対象となる項目


